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今
年
、
関
西
地
域
に
お
い
て
自
然
災
害

が
続
き
ま
し
た
。
６
月
18
日
に
発
生
し
た

「
ブ
ロ
ッ
ク
塀
」
の
倒
壊
に
よ
る
死
亡
事

故
が
問
題
と
な
っ
た
震
度
６
弱
の
「
大
阪

北
部
地
震
」
に
始
ま
り
、
７
月
に
は
中
四

国
地
域
で
多
く
の
死
者
を
出
し
た
「
西
日

本
豪
雨
」
、
続
く
「
猛
暑
」、
９
月
５
日
に

は
「
台
風
21
号
」
の
襲
来
と
、
今
年
、
関

西
地
域
は
【
自
然
災
害
の
年
】
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

中
で
も
、
最
大
瞬
間
風
速
58.1
ｍ
を
観
測

し
た
、
今
世
紀
最
強
と
さ
れ
る
「
台
風
21

号
」
の
通
過
に
伴
う
暴
風
に
よ
り
、
多
く

の
被
害
が
発
生
し
ま
し
た
。 

 

関
西
国
際
空
港
で
は
、
大
規
模
な
高
潮

の
発
生
に
よ
り
海
水
が
流
入
し
、
空
港
内

が
海
水
で
覆
わ
れ
、
さ
ら
に
午
後
１
時
45

分
ご
ろ
、
空
港
と
陸
を
結
ぶ
連
絡
橋
に
漂

流
し
て
い
た
長
さ
89
ｍ
の
タ
ン
カ
ー
が

衝
突
し
、
連
絡
橋
の
一
部
が
大
き
く
壊
れ
、

通
行
止
め
と
な
っ
た
こ
と
や
、
倒
木
被
害
、

自
動
車
の
横
転
、
工
事
中
の
足
場
の
倒
壊
、

屋
上
防
水
の
飛
散
等
の
被
害
は
、
テ
レ
ビ
、

新
聞
な
ど
で
大
き
く
報
道
さ
れ
、
記
憶
に

新
し
い
と
こ
ろ
で
す
。 

 

一
般
家
屋
に
お
い
て
も
、
『
所
有
す
る

マ
ン
シ
ョ
ン
の
外
壁
タ
イ
ル
が
落
下
し

た
。
（
写
真-

１
）
』
『
昨
年
、
新
築
し

た
住
宅
の
金
属
屋
根
（
片
流
れ
）
の
棟
包

み
が
め
く
れ
上
が
っ
た
。
（
写
真-

２
）
』

『
古
い
木
造
家
屋
の
屋
根
瓦
が
吹
き
飛

ん
だ
。
（
写
真-

３
）
』
『
古
い
木
造
家

屋
の
モ
ル
タ
ル
外
壁
が
落
下
し
た
。
（
写

真-

４
）
』
『
マ
ン
シ
ョ
ン
の
バ
ル
コ
ニ

ー
隣
戸
隔
て
板
が
破
損
し
た
。
（
写
真-

５
）
』
『
屋
上
の
軒
樋
が
外
れ
た
。
（
写

真-

６
）
』
等
々
、
被
害
報
告
が
相
次
ぎ

寄
せ
ら
れ
、
未
だ
に
被
災
部
分
の
補
修
に

手
が
回
ら
ず
、
被
害
を
受
け
た
ま
ま
の
状

態
の
建
築
物
も
散
見
で
き
ま
す
。 
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外
皮
（
屋
根
、
外
壁
、
窓
、
ガ
ラ
ス
等
）

の
安
全
性
の
確
保
に
関
し
て
は
、
建
築
基

準
法
施
行
令
第
39
条
第
２
項
の
規
定
に

基
づ
く
【
告
示
第
109
号
】
に
お
い
て
、〈
屋

根
ふ
き
材
、
外
装
材
及
び
屋
外
に
面
す
る

帳
壁
の
構
造
方
法
〉
が
定
め
ら
れ
、
平
成

12
年
施
行
の
建
築
基
準
法
施
行
令
第
82

条
の
４
の
規
定
に
基
づ
く
【
告
示
第
1458

号
】
に
お
い
て
は
、
〈
屋
根
ふ
き
材
及
び

屋
外
に
面
す
る
帳
壁
の
風
圧
に
対
す
る

構
造
耐
力
上
の
安
全
性
を
確
か
め
る
た

め
の
構
造
計
算
の
基
準
〉
が
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
雨
水
の
排
出
／
が
け
崩

れ
に
よ
る
被
害
の
防
止
等
に
関
し
て
は
、

「
敷
地
の
衛
生
及
び
安
全
」
と
し
て
建
築

基
準
法
第
19
条
の
各
項
に
規
定
さ
れ
て

い
ま
す
。 

 
こ
れ
ま
で
、
地
震
に
対
す
る
安
全
性

（
耐
震
性
能
）
へ
の
関
心
は
高
い
も
の
の
、

前
記
規
定
に
あ
る
よ
う
な
、
台
風
や
竜
巻

に
伴
う
暴
風
に
対
す
る
安
全
性
（
耐
風
性

能
）
、
お
よ
び
雨
水
の
排
出
／
が
け
崩
れ

に
よ
る
被
害
の
防
止
等
に
関
す
る
敷
地

の
安
全
性
へ
の
関
心
や
配
慮
が
低
か
っ

た
の
は
事
実
で
す
。 

 

台
風
や
竜
巻
に
伴
う
暴
風
に
対
す
る

安
全
性
（
耐
風
性
能
）
、
お
よ
び
雨
水
の

排
出
／
が
け
崩
れ
に
よ
る
被
害
の
防
止

等
に
関
す
る
敷
地
の
安
全
性
へ
の
関
心

や
配
慮
を
高
め
、
耐
風
性
能
と
敷
地
の
安

全
性
を
確
保
す
る
必
要
性
を
改
め
て
考

え
さ
せ
ら
れ
る
年
と
な
り
ま
し
た
。 

 

2000
年
４
月
に
施
行
さ
れ
た
「
住
宅
の
品

質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下

品
確
法
と
い
う
）」、
更
な
る
住
宅
取
得
者

（
消
費
者
）
保
護
の
た
め
2009
年
10
月
に
施

行
さ
れ
た
「
特
定
住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
の

履
行
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
住

宅
瑕
疵
担
保
履
行
法
と
い
う
）
」
に
つ
い

て
は
、「
楔
」
第
126
号
の
「
2013
年
度
第
二

回
研
修
会
報
告
」
及
び
第
166
号
の
「
住
宅

瑕
疵
担
保
履
行
法
の
再
確
認
」
で
、
そ
れ

ぞ
れ
、
当
会
の
大
川
照
夫
理
事
長
及
び
武

田
学
常
任
理
事
が
こ
の
二
つ
の
法
律
が

生
ま
れ
た
背
景
・
経
緯
及
び
運
用
上
の
注

意
点
な
ど
、
詳
し
く
解
説
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
は
当
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確

認
で
き
ま
す
。 

 
本
号
で
は
住
宅
瑕
疵
担
保
履
行
法
で

住
宅
事
業
者
（
住
宅
建
設
会
社
、
住
宅
販

売
会
社
な
ど
）
に
義
務
付
け
さ
れ
た
「
住

宅
瑕
疵
担
保
責
任
保
険
（
以
下
瑕
疵
保
険

と
い
う
）
」
の
運
用
（
新
築
住
宅
の
取
得

の
場
合
を
想
定
）
に
つ
い
て
、
私
と
岸
本

吉
弘
正
会
員
が
住
宅
瑕
疵
担
保
保
険
法

人
（
以
下
保
険
会
社
と
い
う
）
の
Ｈ
社
の

営
業
部
長
か
ら
瑕
疵
保
険
の
最
近
の
運

用
状
況
に
つ
い
て
説
明
を
聞
く
機
会
が

あ
り
ま
し
た
の
で
紹
介
し
ま
す
。 

営
業
部
長
は
「
住
宅
瑕
疵
担
保
履
行
法

が
2009
年
10
月
か
ら
施
行
さ
れ
、
９
年
が
過

ぎ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
当
初
は
瑕
疵
保

険
加
入
に
つ
い
て
、
一
人
親
方
の
大
工
さ

ん
や
個
人
経
営
の
不
動
産
屋
さ
ん
な
ど

の
理
解
が
得
に
く
い
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
が
、
今
で
は
全
て
の
住
宅
事
業
者
に
理

解
い
た
だ
い
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
任
意
加
入
で
す
が
リ
フ
ォ
ー
ム
工

事
用
や
中
古
住
宅
購
入
用
の
保
険
加
入

に
も
影
響
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
い

ま
す
。
瑕
疵
保
険
事
業
と
し
て
は
、
同
一

引
受
年
度
支
払
限
度
額
や
一
事
業
年
度

の
保
険
金
支
払
限
度
額
が
決
め
ら
れ
て

い
ま
す
が
、
こ
こ
ま
で
は
支
払
限
度
額
を

下
回
っ
て
お
り
、
瑕
疵
保
険
事
業
と
し
て

現
行
の
運
用
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。 

住
宅
事
業
者
か
ら
の
補
修
見
積
り
金

額
の
査
定
に
つ
い
て
は
、
支
払
保
険
金
を

減
額
す
る
こ
と
は
目
的
と
せ
ず
、
補
修
す

る
た
め
に
必
要
な
経
費
を
認
め
る
ケ
ー

ス
が
殆
ど
で
す
。
ま
た
、
事
故
の
実
態
を

踏
ま
え
た
瑕
疵
保
険
制
度
に
お
け
る
現

瑕
疵
保
険
の
運
用
状
況
に
つ
い
て 
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（3） 2018 年（平成 30 年）11 月 3 日   NPO 法人建築Ｇメンの会 会報「楔」第 186号 

欠陥住宅・欠陥建築で悩む人を救い、住宅検査の技術向上を目指すＮＰＯ建築Ｇメンの会  

場
検
査
等
に
よ
り
、
事
故
予
防
と
し
て
現

場
施
工
力
も
上
が
っ
て
お
り
住
宅
事
業

者
及
び
住
宅
取
得
者
に
と
っ
て
、
メ
リ
ッ

ト
の
あ
る
制
度
と
な
っ
て
い
る
と
考
え

て
い
ま
す
。」
と
の
説
明
で
し
た
。 

私
達
建
築
Ｇ
メ
ン
が
住
宅
取
得
者
な

ど
か
ら
受
け
る
電
話
相
談
は
住
宅
の
瑕

疵
に
関
係
す
る
こ
と
が
殆
ど
で
す
が
、
瑕

疵
保
険
金
の
支
払
い
件
数
や
金
額
が
少

な
い
と
い
う
こ
と
は
、
雨
漏
り
な
ど
の
瑕

疵
が
思
い
の
ほ
か
少
な
く
な
っ
て
い
る

の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
も
し
、
そ
う
で
あ

る
な
ら
誠
に
喜
ば
し
い
こ
と
で
す
。 

 

事
故
が
発
生
し
た
時
の
保
険
金
の
支

払
先
に
つ
い
て
、
「
対
象
住
宅
に
事
故
が

発
生
し
住
宅
事
業
者
が
倒
産
等
の
場
合

は
、
保
険
会
社
は
住
宅
取
得
者
か
ら
の
請

求
に
基
づ
き
、
住
宅
取
得
者
に
対
し
て
直

接
保
険
金
を
お
支
払
い
し
ま
す
。
こ
の
場

合
、
保
険
会
社
が
お
支
払
い
し
た
保
険
金

は
住
宅
事
業
者
に
対
し
て
お
支
払
い
し

た
も
の
と
み
な
し
ま
す
。
」
と
な
っ
て
い

ま
す
。
一
見
順
調
に
運
用
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
瑕
疵
保
険
制
度
で
す
が
、
ま

た
第
166
号
で
武
田
常
任
理
事
が
解
説
し

て
い
る
よ
う
に
良
い
シ
ス
テ
ム
だ
と
思

い
ま
す
が
、
一
つ
だ
け
気
に
な
る
点
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
は
住
宅
事
業
者
が
倒
産
す

る
の
で
は
な
く
、
他
社
に
事
業
譲
渡
し
た

場
合
の
こ
と
で
す
。
※
保
険
会
社
は
一
定

の
要
件
を
満
た
せ
ば
、
譲
渡
先
の
会
社
に

保
険
金
を
支
払
う
と
の
こ
と
で
す
。 

 

業
者
間
で
ど
の
よ
う
な
理
由
で
事
業

譲
渡
さ
れ
る
の
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
住

宅
取
得
者
に
と
っ
て
は
会
社
を
探
す
必

要
が
な
く
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
事

業
譲
渡
さ
れ
た
会
社
と
上
手
く
意
思
疎

通
が
図
れ
な
い
可
能
性
や
無
責
任
な
会

社
に
当
た
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
次
に
、

岸
本
正
会
員
の
知
人
（
Ａ
さ
ん
）
が
無
責

任
な
会
社
に
当
た
っ
た
苦
い
経
験
を
紹

介
し
ま
す
。 

 

築
８
年
を
過
ぎ
た
頃
の
一
昨
年
の
４

月
、
突
然
Ａ
さ
ん
自
宅
を
建
て
た
建
設
会

社
か
ら
同
業
の
Ｂ
社
に
建
築
業
務
を
譲

渡
し
た
旨
の
書
面
が
届
い
た
。
そ
の
年
の

９
月
頃
、
南
面
１
階
の
窓
付
近
か
ら
の
雨

漏
り
が
発
覚
し
た
。
Ｂ
社
は
現
場
を
確
認

し
た
後
、
南
面
全
体
の
サ
イ
デ
ィ
ン
グ
を

張
替
え
る
費
用
を
保
険
会
社
に
申
請
し
、

こ
れ
が
認
め
ら
れ
た
。
張
替
え
用
の
サ
イ

デ
ィ
ン
グ
が
現
場
に
届
い
た
と
こ
ろ
、
色

決
め
し
た
サ
イ
デ
ィ
ン
グ
と
明
ら
か
に

違
う
色
だ
っ
た
の
で
、
Ａ
さ
ん
は
Ｂ
社
に

交
換
す
る
よ
う
に
連
絡
し
た
が
、
Ｂ
社
の

職
人
は
会
社
の
指
示
だ
と
し
て
、
違
う
色

の
サ
イ
デ
ィ
ン
グ
を
強
引
に
張
っ
て
し

ま
っ
た
。
納
得
で
き
な
い
Ａ
さ
ん
は
足
場

が
外
さ
れ
、
Ｂ
社
が
引
き
揚
げ
て
か
ら
１

年
半
以
上
の
間
、
約
束
し
た
色
の
サ
イ
デ

ィ
ン
グ
に
張
り
直
す
よ
う
に
要
求
し
続

け
た
と
こ
ろ
、
今
年
７
月
に
Ｂ
社
か
ら

「
今
更
張
替
は
出
来
な
い
。
10
年
経
て
ば

サ
イ
デ
ィ
ン
グ
の
保
護
塗
装
が
必
要
に

な
る
。
既
設
の
三
面
は
Ａ
さ
ん
が
負
担
し
、

今
回
張
替
え
し
た
一
面
の
塗
装
費
用
12

万
円
は
当
社
が
負
担
す
る
。
こ
の
条
件
で

示
談
に
し
た
い
。
」
と
い
う
内
容
の
書
面

が
届
い
た
。
サ
イ
デ
ィ
ン
グ
の
張
替
え
工

事
が
終
わ
っ
て
数
か
月
が
経
っ
た
昨
年

春
頃
、
２
階
の
窓
付
近
か
ら
再
び
雨
漏
り

が
始
ま
っ
た
。
こ
の
雨
漏
り
の
補
修
も
延

ば
し
延
ば
し
で
１
年
半
も
放
置
し
て
い

る
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
示
談
書
を
送
っ

て
く
る
無
神
経
な
Ｂ
社
に
、
Ａ
さ
ん
は
怒

り
を
通
り
越
し
て
、
疲
れ
果
て
て
物
言
う

気
力
さ
え
失
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
例
え

事
業
譲
渡
さ
れ
た
建
設
会
社
で
あ
っ
て

も
住
宅
瑕
疵
担
保
履
行
法
は
守
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
説
明
す
る
迄
も

な
い
こ
と
で
す
。 

住
宅
取
得
者
か
ら
瑕
疵
補
修
の
依
頼

が
あ
っ
た
場
合
、
住
宅
事
業
者
（
譲
渡
さ

れ
た
建
設
会
社
も
同
じ
）
は
瑕
疵
の
発
生

場
所
及
び
そ
の
発
生
原
因
を
特
定
し
、
補

修
す
る
た
め
の
必
要
な
経
費
の
正
確
な

見
積
書
を
保
険
会
社
に
提
出
し
、
こ
れ
が

承
認
さ
れ
た
上
で
補
修
工
事
を
行
い
ま

す
。
補
修
工
事
の
完
成
検
査
を
受
け
た
後
、

保
険
会
社
か
ら
支
払
わ
れ
る
保
険
金
は

左
図
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
保
険
の 
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対
象
と
な
る
損
害
の
額
」
か
ら
免
責
の
金

額
（
10
万
円
）
を
引
い
た
額
の
80
％
で
す
。

残
り
の
20
％
は
住
宅
事
業
者
が
瑕
疵
発

生
の
責
任
を
負
う
自
己
負
担
金
額
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
瑕
疵
発
生
の
責
任
も
譲
渡

さ
れ
る
訳
で
す
。
瑕
疵
の
補
修
工
事
は
利

益
を
得
る
た
め
の
工
事
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
厳
し
い
こ
と
で
す
が
、
事
業
譲
渡
さ

れ
た
建
設
会
社
に
お
い
て
も
、
住
宅
取
得

者
を
守
る
た
め
施
行
さ
れ
た
住
宅
瑕
疵

担
保
履
行
法
は
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
法
律
で
す
。 

 

色
違
い
の
サ
イ
デ
ィ
ン
グ
を
張
ら
れ

た
挙
句
、
別
の
箇
所
の
雨
漏
り
が
発
生
し

た
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
住
宅
取
得
者

Ａ
さ
ん
を
助
け
て
あ
げ
る
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
し
ょ
う
か
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

２
０
１
８
年
度
第
３
回
研
修
会
の
ご
案
内 

▽
日
時 

２
０
１
８
年
11
月
17
日
（
土
） 

 

 
 
 
 
 

13
時
30
分
～
16
時
45
分 

▽
場
所 

品
川
区
立
総
合
区
民
会
館 

（
き
ゅ
り
あ
ん
）
５
階
第
１
講
習
室 

▽
交
通 

JR
／
東
急
線 

大
井
町
駅
前 

▽
講
演
内
容 

一
時
限 

「
塗
料
の
基
礎
知
識
」 

講
師 

石
井
貴
幸 

（
日
本
ペ
イ
ン
ト
株
式
会
社
） 

二
時
限 

「
建
築
Ｇ
メ
ン
の
た
め
の
法
律
知
識
」 

講
師 

赤
坂
裕
志  

（
当
会
理
事
、
弁
護
士) 

 
▽
参
加
費 

会
員
４
千
円 

▽
主
催
・
問
合
せ 

建
築
Ｇ
メ
ン
の
会 

℡
（
０
３
・
６
８
０
５
・
３
７
４
１
） 

 

 

 

～～
編編
集集
後後
記記
～～  

 

10
月
16
日
、
国
土
交
通
省
は
油
圧
機

器
メ
ー
カ
ー
Ｋ
Ｙ
Ｂ
と
同
子
会
社
の
カ

バ
ヤ
シ
ス
テ
ム
マ
シ
ナ
リ
ー
が
、
ビ
ル
や

マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
の
建
物
で
地
震
の
免

振
や
制
振
オ
イ
ル
ダ
ン
パ
ー
に
つ
い
て
、

検
査
デ
ー
タ
を
改
ざ
ん
し
て
い
た
こ
と

を
発
表
し
ま
し
た
。
改
ざ
ん
は
2000
年
か
ら

2018
年
８
月
迄
続
い
た
可
能
性
が
あ
る
と

の
報
道
も
あ
り
ま
す
。
先
の
東
洋
ゴ
ム
と

子
会
社
の
免
振
ゴ
ム
の
デ
ー
タ
改
ざ
ん

と
併
せ
て
、
一
体
ど
れ
程
多
く
の
建
物
が

建
築
基
準
法
第
37
条
（
建
築
材
料
の
品

質
）
な
ど
な
ど
に
違
反
し
た
「
違
反
建
築

物
」
と
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
に
は

大
勢
の
人
が
住
ん
で
い
ま
す
。
働
い
て
い

ま
す
。
Ｋ
Ｙ
Ｂ
や
東
洋
ゴ
ム
の
経
営
者
は

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
。
ど
の
よ
う
に
責
任
を
と
る
の
で
し
ょ

う
か
。 

姉
歯
事
件
と
違
っ
て
、
免
振
や
制
振
オ

イ
ル
ダ
ン
パ
ー
は
取
替
え
可
能
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
い
ま
日
本
中
で
地
震
が
頻

発
し
て
い
ま
す
。
６
月
18
日
に
大
阪
北
部

地
震
、
９
月
６
日
に
北
海
道
胆
振
東
部
地

震
が
あ
っ
た
ば
か
り
で
す
。
日
本
は
い
つ

ど
こ
で
大
地
震
が
発
生
し
て
も
不
思
議

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
日
も
早
く
取
替
え

を
し
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
、
働
け
る
建

物
に
戻
し
て
欲
し
い
も
の
で
す
。 

こ
の
よ
う
な
問
題
（
事
故
）
が
起
こ
る

度
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
や
ガ
バ
ナ
ン
ス

と
い
う
言
葉
を
よ
く
耳
に
し
ま
す
。
こ
れ

ら
の
言
葉
は
問
題
（
事
故
）
を
起
こ
さ
な

い
た
め
に
使
う
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。
言

い
訳
に
使
う
言
葉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

（
Ｋ
・
Ｏ
） 
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